
告 示
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�愛媛県告示第５９６号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６年法律

第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成３０年６月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除予定保安林の所在場所

�愛媛県告示第５９５号
次のとおり落札者を決定した。

平成３０年６月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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西条市丹原町志川乙１２の８８、乙１２の８９、乙１３の４９、乙１３の５０、

寺尾乙８９の２３

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

送電変電施設用地とするため

�������
�愛媛県告示第５９７号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定を解除する。

平成３０年６月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除に係る保安林の所在場所

松山市門田町丙１９３の７（次の図に示す部分に限る。）、丙１９３

の３、丙１９３の４、丙１９３の６

２ 保安林として指定された目的

魚つき

３ 解除の理由

指定理由の消滅

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県庁及び松山市役所に

備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第５９８号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、

次のように保安林の指定を解除する。

平成３０年６月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除に係る保安林の所在場所

松山市門田町丙１９３の７（次の図に示す部分に限る。）、丙１９３

の８

２ 保安林として指定された目的

魚つき

３ 解除の理由

道路用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県庁及び松山市役所に

備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第５９９号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条の２第２項の

規定による届出を審査した結果、次の加入区について、同法第１１２

条第１項の規定による同意があったと認めたので、同法第１１２条の

２第３項及び漁船損害等補償法施行規則（昭和２７年農林省令第１８号）

第２６条の３の規定により告示する。

平成３０年６月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

（南予地方局産業経済部管内）

町見加入区

�������
�愛媛県告示第６００号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１３条の２第１項第

１号の規定により、次の加入区について、漁船損害等補償法に基づ

く付保義務の発生（平成２６年６月愛媛県告示第７３４号）による保険

に付すべき義務は、平成３０年６月７日限り消滅したので、同条第２

項及び漁船損害等補償法施行規則（昭和２７年農林省令第１８号）第２６

条の３の規定により告示する。

平成３０年６月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

（南予地方局産業経済部管内）

町見加入区

�愛媛県告示第６０１号
児童福祉法（平成２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項の規定により、次のとおり指定障害児通所支援事業者を指定した。

平成３０年６月８日

愛媛県東予地方局長 � 橋 正 浩

事業者番号
指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者

指定障害児通
所支援の種類

指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８５０６００２１８ 有限会社キャンパス 愛媛県西条市丹原町池
田１６５１番地１ 宇 佐 裕 次 放課後等デイ

サービス
放課後等デイサービス
きゃんぱす

愛媛県西条市飯岡３７９８
番地１

平成３０年
３月１５日

３８５０６００２３４ 社会福祉法人あおい会 愛媛県西条市古川江内
甲１１８番地 菅 野 良 昭 児童発達支援 かなで 愛媛県西条市古川江内

甲１１８番地１
平成３０年
４月１日

３８５０６００２３４ 社会福祉法人あおい会 愛媛県西条市古川江内
甲１１８番地 菅 野 良 昭 保育所等訪問

支援 かなで 愛媛県西条市古川江内
甲１１８番地１

平成３０年
４月１日

３８５０５００２８５ 株式会社ミックス 愛媛県新居浜市垣生一
丁目６番２５号 木 原 克 法 放課後等デイ

サービス
放課後等デイサービス
みらい

愛媛県新居浜市垣生一
丁目６番２５号

平成３０年
４月１日

３８５０５００２９３ 社会福祉法人角野新田
福祉会

愛媛県新居浜市角野新
田町三丁目１２番５１号 落 合 操 放課後等デイ

サービス
放課後等デイサービス
さくら

愛媛県新居浜市角野新
田町三丁目３番３６号

平成３０年
４月１日

３８５０２００２７４ 社会福祉法人来島会 愛媛県今治市北宝来町
二丁目２番地１２ 越 智 一 博 児童発達支援 今治市子育て応援ステ

ーションばんび
愛媛県今治市宮ケ崎甲
６９０番地１

平成３０年
４月１日

３８５０２００２７４ 社会福祉法人来島会 愛媛県今治市北宝来町
二丁目２番地１２ 越 智 一 博 保育所等訪問

支援
今治市子育て応援ステ
ーションばんび

愛媛県今治市宮ケ崎甲
６９０番地１

平成３０年
４月１日

愛 媛 県 報平成３０年６月８日 第２９８２号

４６７



��������������

��������������

��������������

�愛媛県告示第６０２号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり指定居宅サービス事業を廃止

する旨の届出があった。

平成３０年６月８日

愛媛県東予地方局長 � 橋 正 浩

�愛媛県告示第６０３号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定により、指定居宅介護支援事業者から次のとおり指定居宅介護支援事業を廃止

する旨の届出があった。

平成３０年６月８日

愛媛県東予地方局長 � 橋 正 浩

�愛媛県告示第６０４号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５第２項の規定により、指定介護予防サービス事業者から次のとおり指定介護予防サービ

ス事業を廃止する旨の届出があった。

平成３０年６月８日

愛媛県東予地方局長 � 橋 正 浩

�愛媛県告示第６０５号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障

害福祉サービス事業者を指定した。

平成３０年６月８日

愛媛県東予地方局長 � 橋 正 浩

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社菅工務店 和 愛媛県新居浜市本郷二丁目１番１０号 平成３０年４月３０日 福祉用具貸与

株式会社菅工務店 和 愛媛県新居浜市本郷二丁目１番１０号 平成３０年４月３０日 特定福祉用具販売

指定居宅介護支援事業者の名称
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

廃止年月日 サービスの種類
名 称 所 在 地

合同会社さくら 居宅介護支援事業所 さくら 愛媛県新居浜市中村四丁目９番１３号 平成３０年４月３０日 居宅介護支援

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社菅工務店 和 愛媛県新居浜市本郷二丁目１番１０号 平成３０年４月３０日 介護予防福祉用具
貸与

株式会社菅工務店 和 愛媛県新居浜市本郷二丁目１番１０号 平成３０年４月３０日 特定介護予防福祉
用具販売

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１０６００５０６ つばき合同会社 愛媛県西条市壬生川４４
番地 柳 瀬 恵 子 行動援護 居宅介護 椿 愛媛県西条市壬生川４４

番地
平成３０年
４月１日

３８１１３００５９３ 社会福祉法人四国中央
市社会福祉協議会

愛媛県四国中央市三島
宮川四丁目６番５５号 � 橋 厚 � 就労継続支援

Ｂ型
就労継続支援Ｂ型事業
所ココロン

愛媛県四国中央市三島
宮川四丁目６番５５号

平成３０年
４月１日

３８１０６００７４６ 一般社団法人乙女川 愛媛県西条市禎瑞１２３９
番地 津 島 功 明 就労継続支援

Ｂ型
指定就労継続支援Ｂ型
みずほ

愛媛県西条市本町２３番
地１

平成３０年
４月１日

３８１１３００６０１ 社会福祉法人光と風 愛媛県四国中央市中之
庄町５４２番地 木 下 明 就労継続支援

Ｂ型 土居わかたけ 愛媛県四国中央市土居
町入野６７１番地

平成３０年
４月１日

３８１１３００６０１ 社会福祉法人光と風 愛媛県四国中央市中之
庄町５４２番地 木 下 明 自立訓練（生

活訓練） 土居わかたけ 愛媛県四国中央市土居
町入野６７１番地

平成３０年
４月１日

愛 媛 県 報平成３０年６月８日 第２９８２号

４６８
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公 告

雑 報

�������
�愛媛県告示第６０６号
新居浜市旦之上土地改良区から認可申請のあった土地改良事業

（維持管理）の計画の変更は、適当と認められるので、土地改良法

（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８

条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成３０年６月８日

愛媛県東予地方局長 � 橋 正 浩

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新居浜市旦之上土地改良区土地改良事業（維持管理）変更計

画書の写し

� 新居浜市旦之上土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成３０年６月９日から７月６日まで

３ 縦覧場所

新居浜市役所本庁

�公 告

徴税吏員証の無効公告について

次の証票は、平成３０年４月１日以降無効とする。

平成３０年６月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

徴税吏員証

第５２４号

南予地方局八幡浜支局 専門員 山 田 淳

平成２８年４月１日交付

�愛媛県告示第６０７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年６月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�裁決手続開始の決定の公告
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４５条の２の規定により、平成３０年５月３０日次のとおり裁決手続開始の決定をしたので公告する。

平成３０年６月８日

愛媛県収用委員会

会長 � 橋 直 人

１ 起業者の名称

愛媛県

２ 事業の種類

一般国道１９７号改築工事（八幡浜道路・愛媛県八幡浜市郷地内から同市大平地内まで）及びこれに伴う附帯工事

３ 収用及び使用の裁決手続の開始を決定した不動産の表示等

収用使用

の区分

不 動 産 （ 土 地 ） の 表 示 等
土地所有者

住 所 氏 名

所 有 権 以 外 の

権 利 の 表 示 関 係 人

住 所 氏 名所 在 地 番
地 目 面 積

公 簿 現 況 公 簿
��

実 測
��

収用及び使用しよう
とする土地の実測��

受付年月日
受 付 番 号 種 類

収 用 愛媛県八
幡浜市郷

２番耕地
６８番 畑 畑 ３，８８９

３，９２６．５１
又は
３，９８６．９１

６２３．２７ 別記のとおり
大正４年
１１月３０日
第７０１８号

抵当権

登記名義人 亡 中西コイシ 法
定相続人
千葉県習志野市藤崎３丁目１２番
１４号 お年寄りお世話の家
中西 昇

使 用 愛媛県八
幡浜市郷

２番耕地
６８番 畑 畑 ３，８８９

３，９２６．５１
又は
３，９８６．９１

１，１２８．６９ 別記のとおり
大正４年
１１月３０日
第７０１８号

抵当権

登記名義人 亡 中西コイシ 法
定相続人
千葉県習志野市藤崎３丁目１２番
１４号 お年寄りお世話の家
中西 昇

別記

３８２０５００７４６ 社会福祉法人角野新田
福祉会

愛媛県新居浜市角野新
田町三丁目１２番５１号 落 合 操 共同生活援助 グループホーム いち

ょうの木
愛媛県新居浜市角野新
田町三丁目３番３６号

平成３０年
４月１日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 �米垣生線
松山市市坪南一丁目３５４番３地先から

同市市坪南一丁目３０２番地先まで
平成３０年６月２９日

愛 媛 県 報平成３０年６月８日 第２９８２号

４６９



不明

ただし、登記名義人 亡 中西ノヱ 法定相続人

京都府京都市伏見区京町五丁目９４番地

成平 園枝

愛媛県八幡浜市保内町川之石２番耕地４６番地

二宮 堅輔

愛媛県八幡浜市向灘１１３０番地１

魚部 幸夫

埼玉県川口市柳崎４丁目２６番６号

魚部 敦

神奈川県秦野市下大槻４１０番地２－１９－５０２

魚部 敏

奈良県生駒郡斑鳩町龍田西４丁目２番９号

平岡 滿子

兵庫県西宮市菊谷町４番２４号

平岡 紀子

兵庫県西宮市菊谷町４番２４号

平岡 史生

奈良県生駒郡斑鳩町稲葉西１丁目１１番３２号

中村 史子

住所不明 ただし、戸籍附票の最後の住所

東京都北区十条仲原三丁目九番一二号

�本 美佐子

大阪府大阪市天王寺区空清町８番３－３０３号

平岡 從正

兵庫県西宮市愛宕山６番５１号

平岡 勝重

兵庫県尼崎市長洲西通１丁目８番１－３０７号

村上 登美子

兵庫県西宮市南昭和町２番１５－３０７号

岩田 美智子

大阪府泉南市信達大苗代６２番地 泉南一丘団地６１棟１０５号

植松 名美子

千葉県習志野市藤崎３丁目１２番１４号 お年寄りお世話の家

中西 昇

大阪府大阪市淀川区田川北１丁目９番１５号

田中 富夫

大阪府大阪市淀川区田川北１丁目９番１５号

田中 由紀子

大阪府大阪市淀川区田川北１丁目９番１５号

田中 彩

大阪府豊中市庄内東町３丁目１７番１１号

日用 知惠子

愛媛県松山市和気町２丁目８５４番地１９

玉井 セツ子

広島県広島市安佐北区安佐町大字くすの木台２１番地２

重見 加代子

千葉県船橋市山手２丁目２番１－２０４号

渡邉 千一

京都府京都市山科区西野楳本町５５番地１４

渡邉 祐治

愛媛県八幡浜市松柏乙８４９番地１７

二宮 �加

愛 媛 県 報平成３０年６月８日 第２９８２号
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愛媛県松山市内浜町１７番２８号

二宮 一教

愛媛県西条市古川甲３５１番地１ アルバ西条２０１号

二宮 正年

愛媛県八幡浜市郷２番耕地９２番地４

二宮 和美

兵庫県尼崎市潮江５丁目１番２０－３１２号

二宮 征三郎

大分県大分市大字太田５７１番地

後藤 恊子

愛媛県八幡浜市郷２番耕地９２番地４

二宮 三千代

愛媛県八幡浜市１４６０番地１７１

二宮 顯次

愛媛県松山市空港通６丁目６番１５号 エスト南斎院６０３号

寳渦 和子

愛媛県大洲市春賀甲１５５５番地

水本 千鶴

愛媛県大洲市春賀甲１５５５番地

水本 忠

愛媛県大洲市菅田町菅田甲１８１５番地２

亀田 �美子
新潟県上越市塩屋新田２２７番地

玉井 安子

愛媛県大洲市五郎甲２４４１番地

井上 武

愛媛県大洲市東大洲３６０番地１

河野 建夫

京都府京都市伏見区深草願成町２４番地の６

河野 春野

京都府京都市伏見区深草石峰寺山町２７番地の５

前川 由美子

京都府京都市伏見区深草願成町３３番地の８

河野 通仁

東京都足立区千住柳町３８番４号

河野 惠美子

東京都足立区千住柳町３８番４号

南里 里美

東京都足立区千住柳町３８番４号

河野 純雄

東京都足立区西伊興一丁目１５番９号

河野 隆之

愛媛県松山市北斎院町１０４２番地３４

宇都宮 淳子

愛知県名古屋市守山区向台二丁目７１０番地 向台荘４０１号

河野 二六子

愛知県名古屋市中川区西日置二丁目８番２８号

黒田 陽子

愛知県名古屋市守山区向台二丁目７１０番地 向台荘４０１号

河野 通有

岐阜県瑞穂市別府４３７番地１

廣瀬 祐子

千葉県船橋市東船橋３丁目４５番１０棟７０５号

愛 媛 県 報平成３０年６月８日 第２９８２号
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河野 通亮

愛媛県大洲市若宮６９６番地５

河野 昌三

愛媛県松山市下伊台町１２７６番地４

松本 貴博

愛媛県松山市南斎院町１２４５番地 ミニヨンハウスＳＡＹＡ１０２号

松平 紗也加

愛媛県松山市宮西３丁目３番１９号

山本 英一

愛媛県大洲市北裏３２２番地第３

河野 靖

千葉県千葉市若葉区小倉台５丁目３番８棟３０７号

河野 和孝

愛媛県松山市和泉北１丁目８番１６号

河野 貴惠

愛媛県松山市溝辺町甲２６６番地１

河野 尚美

愛媛県松山市余戸中３丁目１０番３５号 レジデンス余戸３０３号

河野 篤志

愛媛県松山市和泉北１丁目２番１７号

河野 栄

愛媛県松山市和泉北１丁目２番１７号

河野 美和

愛媛県松山市三町２丁目７番２２号

河野 昌彦

愛媛県大洲市北只２４０番地４

河野 哲資

大阪府大阪市東淀川区東中島２丁目２５番１０号 ローズハイツ３０２号

河野 明孝

住所不明 ただし，戸籍附票の最後の住所

大阪府大阪市福島区大開三丁目１番４０号

河野 清章

愛媛県八幡浜市保内町川之石１番耕地１６２番地

岡田 京子

愛媛県宇和島市津島町高田乙９４番地

山村 章惠

埼玉県さいたま市見沼区大字中川９２９番地１０

中原 愛子

埼玉県さいたま市南区文蔵２丁目１７番１４号

�米 彰子

埼玉県さいたま市見沼区大字中川９２９番地１０

中原 有紀

埼玉県上尾市谷津二丁目１番１号 Ｂ－９１３

門多 サト子

東京都墨田区八広四丁目１番１０号

門多 顕司

埼玉県上尾市谷津二丁目１番１号 Ｂ－１２１７

門多 祐治

埼玉県北足立郡伊奈町大字小室６７８４番地５

西本 貴子

のうち、全員または一部の者（各人の持分不明）

愛 媛 県 報平成３０年６月８日 第２９８２号
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�裁決手続開始の決定の公告
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４５条の２の規定により、平成３０年５月３０日次のとおり裁決手続開始の決定をしたので公告する。

平成３０年６月８日

愛媛県収用委員会

会長 � 橋 直 人

１ 起業者の名称

愛媛県

２ 事業の種類

一般国道１９７号改築工事（八幡浜道路・愛媛県八幡浜市郷地内から同市大平地内まで）及びこれに伴う附帯工事

３ 収用及び使用の裁決手続の開始を決定した不動産の表示等

収用使用

の区分

不 動 産 （ 土 地 ） の 表 示 等
土 地 所 有 者

住 所 氏 名

所 有 権 以 外 の

権 利 の 表 示 関 係 人

住所氏名所 在 地 番
地 目 面 積

公 簿 現 況 公 簿
��

実 測
��

収用及び使用しよう
とする土地の実測��

受付年月日
受 付 番 号 種 類

収 用

愛媛県八
幡浜市大
平

１番耕地
３５７番１ 畑 原野 ２１０ ２．７７ ２．７７ 愛媛県八幡浜市大平１番耕地７４５番地井上 智一 ─── ─── ───

愛媛県八
幡浜市大
平

１番耕地
３６５番 山林

山林
（一部
道 路
敷）

８５ １３２．５１
（２６９．６６） ３６．２７ 別記のとおり ─── ─── ───

愛媛県八
幡浜市大
平

１番耕地
３６７番１ 宅地

原野
（一部
道 路
敷）

１８７．５８ ５３．５６
（１６８．４８） ２６．５５

東京都大田区田園調布本町１１番２０号
�崎 香代（持分２分の１）

東京都大田区田園調布本町１１番２０号
�崎 源（持分２分の１）

─── ─── ───

愛媛県八
幡浜市大
平

不明
ただし１
番耕地３６
５番
又は

１番耕地
３６７番１

山林
又は
宅地

山林
又は
原野
（一部
道 路
敷）

１８７．５８
又は

８５
４．３４

（２０．５９） ４．３４

不明
ただし別記のとおり
又は

東京都大田区田園調布本町１１番２０号
�崎 香代（持分２分の１）

東京都大田区田園調布本町１１番２０号
�崎 源（持分２分の１）

─── ─── ───

使 用

愛媛県八
幡浜市大
平

１番耕地
３６５番 山林

山林
（一部
道 路
敷）

８５ １３２．５１
（２６９．６６） ４７．７６ 別記のとおり ─── ─── ───

愛媛県八
幡浜市大
平

１番耕地
３６７番１ 宅地

原野
（一部
道 路
敷）

１８７．５８ ５３．５６
（１６８．４８） ２７．００

東京都大田区田園調布本町１１番２０号
�崎 香代（持分２分の１）

東京都大田区田園調布本町１１番２０号
�崎 源（持分２分の１）

─── ─── ───

※実測地積欄（ ）内は起業者取得済みの土地を含む面積

（別記）

不明

ただし、登記名義人 亡 窪田倉雄 法定相続人

愛媛県八幡浜市向灘２２９番地３９ サントノーレ大平１０２号

加藤 滿余

京都府長岡京市開田３丁目６番１０号

清塚 敬子

愛媛県八幡浜市大平１番耕地７３２番地

窪田 弘代

愛媛県松山市�米窪田町１０００番地１２
横山 一二三

愛媛県八幡浜市大平１番耕地８１４番地 沖本アパート２０１

窪田 修三

神奈川県川崎市麻生区下麻生１丁目７番２７－１０４号

砂田 倉子

東京都国立市中１丁目７番地の７６

窪田 泰

のうち、全員または一部の者（各人の持分不明）

�裁決手続開始の決定の公告
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４５条の２の規定により、平成３０年５月３０日次のとおり裁決手続開始の決定をしたので公告する。

平成３０年６月８日

愛媛県収用委員会

会長 � 橋 直 人

愛 媛 県 報平成３０年６月８日 第２９８２号
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１ 起業者の名称

愛媛県

２ 事業の種類

一般国道１９７号改築工事（八幡浜道路・愛媛県八幡浜市郷地内から同市大平地内まで）及びこれに伴う附帯工事

３ 収用及び使用の裁決手続の開始を決定した不動産の表示等

収用使用

の区分

不 動 産 （ 土 地 ） の 表 示 等
土 地 所 有 者

住 所 氏 名

所 有 権 以 外 の

権 利 の 表 示 関 係 人

住 所 氏 名所 在 地 番
地 目 面 積

公 簿 現 況 公 簿
��

実 測
��

収用及び使用しよう
とする土地の実測��

受付年月日
受 付 番 号 種 類

愛媛県八
幡浜市大
平

１番耕地
７３１番１ 畑 雑種地 ２９ ２９．２３ １０．０１ 別記１のとおり ─── ─── ──────

収 用
愛媛県八
幡浜市大
平

１番耕地
７３２番１ 宅地 宅地 ２４１．６０ ２４１．６０ ４．９９ 別記２のとおり ─── ─── ──────

愛媛県八
幡浜市大
平

１番耕地
７３２番３ 宅地 宅地 ４２．５８ ４２．５８ １．４３ 別記２のとおり ─── ─── ──────

使 用
愛媛県八
幡浜市大
平

１番耕地
７３１番１ 畑 雑種地 ２９ ２９．２３ ４．９７ 別記１のとおり ─── ─── ──────

（別記１）

不明

ただし、登記名義人 亡 窪田 倉雄 法定相続人

愛媛県八幡浜市向灘２２９番地３９ サントノーレ大平１０２号

加藤 滿余

京都府長岡京市開田３丁目６番１０号

清塚 敬子

愛媛県八幡浜市大平１番耕地７３２番地

窪田 弘代

愛媛県松山市�米窪田町１０００番地１２
横山 一二三

愛媛県八幡浜市大平１番耕地８１４番地 沖本アパート２０１

窪田 修三

神奈川県川崎市麻生区下麻生１丁目７番２７－１０４号

砂田 倉子

東京都国立市中１丁目７番地の７６

窪田 泰

のうち、全員または一部の者（各人の持分不明）

（別記２）

不明

ただし、登記名義人 亡 窪田 � 法定相続人

愛媛県八幡浜市向灘２２９番地３９ サントノーレ大平１０２号

加藤 滿余

京都府長岡京市開田３丁目６番１０号

清塚 敬子

愛媛県八幡浜市大平１番耕地７３２番地

窪田 弘代

愛媛県松山市�米窪田町１０００番地１２
横山 一二三

愛媛県八幡浜市大平１番耕地８１４番地 沖本アパート２０１

窪田 修三

神奈川県川崎市麻生区下麻生１丁目７番２７－１０４号

砂田 倉子

東京都国立市中１丁目７番地の７６

窪田 泰

のうち、全員または一部の者（各人の持分不明）
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正 誤
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�正 誤

平成２１年１２月１５日付け第２１２６号愛媛県告示第１５４２号（土砂災害警

戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定）中

�������
�正 誤

平成２６年３月１８日付け第２５５４号愛媛県告示第３０１号（土砂災害警

戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定）中

�正 誤

平成２７年３月１０日付け第２６５３号愛媛県告示第２４６号（土砂災害警

戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定）中

�������
�正 誤

平成２９年１月２７日付け第２８４３号愛媛県告示第８１号（土砂災害警戒

区域の指定）中

�������
�正 誤

平成２９年３月７日付け第２８５４号愛媛県告示第２２２号（土砂災害警

戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定）中

�������
�正 誤

平成２９年４月２５日付け第２８６８号愛媛県告示第５１９号（土砂災害警

戒区域の指定）中

�������
�正 誤

平成２９年４月２５日付け第２８６８号愛媛県告示第５２０号（土砂災害警

戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定）中

�������
�正 誤

平成３０年５月１５日付け第２９７５号愛媛県告示第５２３号（道路の区域

変更（一般国道４４０号））中

�正 誤

平成２９年１月２７日付け第２８４３号愛媛県告示第８２号（土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定）中

ページ 箇 所 誤 正

１０８７

左段
表
土砂災害警戒区域、名称欄及び土砂災
害特別警戒区域、名称欄中
上から１３段目

ギワイソ川 ギワイン川

ページ 箇 所 誤 正

１４６

右段
表
土砂災害警戒区域、指定の区域欄及び土砂
災害特別警戒区域、指定の区域欄中
上から２段目

下唐川 上唐川

ページ 箇 所 誤 正

１４６

右段
表
土砂災害警戒区域、指定の区域欄及び土砂
災害特別警戒区域、指定の区域欄中
上から４段目

六軒屋 六軒家

ページ 箇 所 誤 正

３６
左段
表
土砂災害警戒区域
（上から１段目に追加）

下緑Ａ
５０３－
Ⅰ－２４
６５�

南宇和
郡愛南
町緑乙
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

ページ 箇 所 誤 正

３７
左段
表
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域
上から８段目

下緑Ａ
５０３－
Ⅰ－２４
６５�

南宇和
郡愛南
町緑乙
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

下緑Ａ
５０３－
Ⅰ－２４
６５�

南宇和
郡愛南
町緑乙
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

（削除）

ページ 箇 所 誤 正

１１６

右段
表
土砂災害警戒区域、名称欄及び土砂災害
特別警戒区域、名称欄中
上から２段目

篠谷川 神の森川

ページ 箇 所 誤 正

３１８
左段
表
土砂災害警戒区域、指定の区域欄
上から１段目

伊予市上三
谷（次の図
のとおり）

伊予市下三
谷・上三谷
（次の図の
とおり）

ページ 箇 所 誤 正

３１９

右段
表
土砂災害警戒区域、指定の区域欄及び土砂
災害特別警戒区域、指定の区域欄中
上から５段目

中山 出渕

３２０

左段
表
土砂災害警戒区域、指定の区域欄及び土砂
災害特別警戒区域、指定の区域欄中
上から２段目

上灘 大�保

ページ 箇 所 誤 正

３８４ 表
区間欄中 �万高町原 �万高原町

平成３０年６月８日 発行
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